
＜報告事項＞

　１．路面標示の維持管理に関する各管理者のこれまでの取組について

　　・三重県の取組について

　　・三重県警察本部の取組について

　　・直轄国道の取組について

　　（資料　路面標示の維持管理に関する各管理者のこれまでの取組（資料３））

　　審議の結果、令和２年７月２７日より施行されることとなった。

　　（資料　三重県内 道路路面標示連絡調整会議 規約（案）（資料１））

　３．連絡調整会議の進め方

　　（１）路面標示の維持管理上の特徴について

　　（２）路面標示の特徴を踏まえた維持管理の課題

　　（３）連絡調整会議での検討内容

　　　　（１）（２）を踏まえ、以下の３つについて検討することとなった。

　　　　　・同時施工等の実施について

　　　　　・劣化状況のモニタリング調査について

　　　　　・路面標示点検の自動化について

　　（資料　連絡調整会議の進め方（資料２））

出席者

国土交通省中部地方整備局三重河川国道事務所　秋葉事務所長
国土交通省中部地方整備局北勢国道事務所　伏木事務所長
国土交通省中部地方整備局紀勢国道事務所　藤山事務所長
三重県警察本部交通部　伊藤部長
三重県県土整備部　水野部長

＜審議事項＞

　１．設立趣旨について

　２．規約について
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日時

場所

令和２年７月２７日　１３：３０～１４：００

アスト津４F研修室A



　以上

＜主な意見＞

　・道路の路面標示は利用者の安全と円滑な交通を維持するうえで重要なものだが、県内に

　　ついては、消えかかっている箇所も多く、早急に取り組むべき課題の１つと考えているの

　　でしっかり取り組んでいくべき。


